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改正の主なポイント  
 

１．音声又は言語機能の障害 
   失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として
明示し、また、障害の状態を判断するための検査結果などを参考として
追加するなどの見直しを行います。  

   

２．腎疾患による障害    
    認定に用いる検査項目を追加し、また、判断基準を明確にするなどの
見直しを行います。  

 

３．排せつ機能の障害   
   人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を見直します。  

 

４．聴覚の障害  
    新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査など
を行うこととします。  

 



人工肛門に関する新旧対照表1 
第３ 障害認定に当たっての基準  
第１章 障害等級認定基準  

 改正後 改正前 

第１８節／その他の疾患による障害 
その他の疾患による障害の程度は、次により認定す
る。 
１ 認定基準（略） 
２ 認定要領 
(1)及び(2) （略） 
(3) 人工肛門・新膀胱 
ア （略） 
イ 障害の程度を認定する時期は、次により取り扱う。 
 人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合は
それらを行った日から起算して６月を経過した日
（初診日から起算して１年６月を超える場合を除
く。）とし、新膀胱を造設した場合はその日（初診日
から起算して１年６月を超える場合を除く。）とする。 

   なお、(3)ア(ｱ)及び(ｲ)の場合に障害の程度を認
定する時期は、次により取り扱う。 

第１８節／その他の疾患
による障害 
その他の疾患による障害
の程度は、次により認定
する。 
１ 認定基準（略） 
２ 認定要領 
(1)及び(2) （略） 
(3) 人工肛門・新膀胱 
ア （略） 
イ 障害の程度を認定す
る時期は、人工肛門、
新膀胱又は尿路変更術
を施した日（初診日から
起算して１年６月以内の
日に限る。）とする。 



改正後 改正前 

(ｱ)  人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場
合は、人工肛門を造設した日から起算して６月を
経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか
遅い日（初診日から起算して１年６月を超える場合
を除く。）とする。 

 
(ｲ)  人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した
場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から
起算して６月を経過した日（初診日から起算して１
年６月を超える場合を除く。）とする。 

 
(ｳ)  人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態
にある場合は、人工肛門を造設した日又は完全排
尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起
算して６月を経過した日（初診日から起算して１年
６月を超える場合を除く。）とする。 

人工肛門に関する新旧対照表2 
第３ 障害認定に当たっての基準  
第１章 障害等級認定基準  

 


